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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月3日(2020.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子の平面性（最短長さ／粒子断面長さ）が０．９５～１．００である平面粒子を、６
０％～１００％の個数割合で含有し、
　かつ、粒子の平均粒子径ｄ５０が、４μｍ～１３μｍであり、
　前記粒子の平均厚みｔが０．０８２μｍ～０．１２μｍであり、
　前記粒子の平均厚みｔ（μｍ）に対する平均粒子径ｄ５０（μｍ）の比（ｄ５０／ｔ）
が、９０～１５９である、アルミニウム顔料。
【請求項２】
　前記平面粒子を、６０％～９８％の個数割合で含有する、請求項１に記載のアルミニウ
ム顔料。
【請求項３】
　前記粒子の平均厚みｔ（μｍ）に対する平均粒子径ｄ５０（μｍ）の比（ｄ５０／ｔ）
が、９０～１４９である、請求項１又は２に記載のアルミニウム顔料。
【請求項４】
　前記粒子の、表面の平均粗さＲａが２～１２ｎｍである、請求項１乃至３のいずれか一
項に記載のアルミニウム顔料
【請求項５】
　アトマイズドアルミニウム粉を、ボールミルを具備する磨砕装置により磨砕する工程を
有し、
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　磨砕溶剤の体積に対する磨砕ボールの体積（磨砕ボールの体積／磨砕溶剤の体積）が０
．５～３．５である、アルミニウム顔料の製造方法。
【請求項６】
　磨砕ボールの比重が８以下である、請求項５に記載のアルミニウム顔料の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のアルミニウム顔料を含む塗料組成物。
【請求項８】
　請求項７に記載の塗料組成物を含有する塗膜。
【請求項９】
　請求項８に記載の塗膜を有する物品。
【請求項１０】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のアルミニウム顔料を含むインキ組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のインキ組成物を含む印刷物。
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